
 

市長定例記者会見事項書 
 

 

             と き 平成２４年４月３日(火)１１時～ 

             ところ 庁議室（市本庁舎４階） 

 

 

○中心市街地活性化オープンディスカッションについて 

 ～みんなの想いを中心市街地活性化につなげます！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市指定無形民俗文化財「お木曳き行事」の支援について 

 



 

定例記者会見 平成２４年４月３日（火）１１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 商業労政振興課 

（電話２２９－３１６９） 

商業労政振興課長 

武川 明広 

 

 



 

定例記者会見 平成２４年４月３日(火) １１時～ 

場 所 庁 議 室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

香良洲総合支所 地域振興課 

（電話２９２－４３００） 

香良洲総合支所長 

松下 哲也 

 
市指定無形民俗文化財「お木曳き行事」の支援について 

 

津市香良洲町に伝わる「お木曳き行事」は、市の無形民俗文化財に指定される伝統

行事です。一説には約３３０年前に始まったとされ、２０年に１度行われる香良洲神

社の式年遷座に必要な用材を、香良洲地域の９つの自治会がそれぞれのお木曳き車を

曳きながら香良洲町地内を練り歩きます。 

「お木曳き行事」は、類まれでたいへん貴重な民俗文化財であることから、津市で

は伝統行事の継承と観光振興の観点から、下記のとおり支援をいたします。 

お木曳き行事を津市全体の行事として位置づけ、市内はもとより近隣市町や県内外

から多くの観光客誘致を図るとともに、既存の観光資源である潮干狩り・海水浴や、

香良洲地域の特産品である香良洲梨とも連携した売り込みにも力を入れてまいりま

す。 

 

記 

 

１ 「お木曳き行事」の概要 

 ⑴ 日時 

   平成２５年３月２９日（金）～平成２５年３月３１日（日） 

 ⑵ 場所 

   香良洲地内の主要道路 

 ⑶ 内容 

   香良洲地域の９つの自治会が、２０年に１度行われる香良洲神社の式年遷座に

必要な用材を載せたそれぞれのお木曳き車を曳きながら、香良洲町地内をお木曳

き音頭に合わせて練り歩く 

 ⑷ 参加団体 

   香良洲地域の９自治会 

 



 

２ 支援内容 

支援の種類 内    容 

地域に伝わる民俗文化財の継

承・保護 

 地域に伝わる伝統文化を継承していくための文化財

保護として、お木曳き車の新調・修繕等や衣装作成等

を支援します（文化財保護事業補助として、お木曳き

車の修繕や衣装の作成にかかった費用の２分の１を上

限とした補助を行います） 

報道機関等を通じた広報活動 

 「お木曳き行事」を多くの方々に周知し誘客につな

げるために、報道機関への情報提供をはじめ、市の広

報・ホームページ・ケーブルテレビ等を活用し広報活

動に努めます 

お木曳き行事等観光ＰＲ事業 

 「お木曳き行事」を通じた観光情報拠点の設置や雑

踏警備等、観光キャンペーン、特産品である香良洲梨

の販売等を行います 

行事の記録・保存 

 伝統行事を後世に継承するため、地域の皆様方のご

協力により、行事の全容をさまざまな媒体に記録・保

存します 

 

３ 予算措置 

  総額２，３１７万円（平成２４年度当初予算） 

 



 
 

 

 



別紙 

 

前回（平成５年）のお木曳き行事の様子 
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